
大分県こども食堂応援補助事業実施要領  
 
 
１ 目 的 
   この事業は、こども食堂においてこども達が楽しく遊んだり、学んだりできること

を目的に大分県こども食堂応援補助金交付要綱、及び大分県こども食堂応援補助事業

実施要領の定めるところにより実施する。 
 
２ 実施主体 

この事業の実施主体は、こども食堂を運営する社会福祉法人、ＮＰＯ法人、ボラン

ティア団体や地域住民団体等（ただし、おおいたこども食堂ネットワーク加入団体に

限る。）とする。 
 
３ 補助対象経費 
   こども食堂で活用する以下の購入に要する経費。 
   ただし、1 カ所あたり３００千円を限度とし、１点１００千円未満の以下の物品と

する。 
 
     遊具、図書、学習教材・機材、楽器、その他知事が特に認めた物品 
 
４ 事業内容 

上記２の実施主体で大分県こども食堂応援補助金交付要綱に基づく補助を希望す

る者は、「大分県こども食堂応援補助金事業計画書」（別紙 様式１）を作成し、誓

約書（別紙 様式２）を添えて、別に定める期日までに県に提出しなければならない。 
県は、「大分県こども食堂応援補助金事業計画書」を審査し適切と認める場合、大

分県こども食堂応援補助金交付要綱に規定する補助金交付申請書の提出のために内示

通知を行うものとする。 
なお、予算の範囲内により審査を行うため、全額交付することができない場合があ

る。 
 
５ 適用期日 

  この要領は、令和５年度の予算から適用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙　様式１

（単位：円）

内容 積算内訳

① 遊具

② 図書

③ 学習教材・機材

④ 楽器

⑤ その他

※ 計は３０万円以内、１点１０万円未満とすること。

　 また、予算の都合等により補助金交付できない場合もあるので留意すること。

所在地　〒

団体名

代表者役職・氏名

担当者氏名

連絡先電話番号

メールアドレス

大分県こども食堂応援補助金事業計画書

計



別紙 様式２ 

 

誓  約  書 

 

 

私は、下記の事項について誓約します。 

なお、県が必要な場合には、大分県警察本部に照会することについて承諾します。  

また、照会で確認された情報は、今後、私が、大分県と行う他の契約における確認に利用するこ

とに同意します。 

記 

 

１ 自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。 

  （１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）   

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  （２） 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

  （３） 暴力団員が役員となっている事業者 

  （４） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

  （５） 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等     

を締結している者 

  （６） 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者 

  （７） 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難され         

る関係を有している者 

  （８）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

 ２ １の（１）から（８）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の      

団体又は個人ではありません。 

 

 

                                                     年  月  日 

 

 大分県知事       殿 

 

                                        〔法人、団体にあっては事務所所在地〕 

                                         住  所 

 

                                        （ふりがな） 

                                         氏        名                    

                                         生年月日   年  月  日 


